
転入に伴う子育て支援に関する手続きのご案内 令和５年４月１日現在

中央館3F

・ 国民健康保険料の口座振替申込には、通帳・届出印、またはキャッシュカードが必要です。不明な点があれば国民健康保険課収納管理担当までお問い合わせの上、お越しください。

・ 児童手当は、前住地へ届け出た転出予定日の翌日から数えて、15日以内に届出をしてください。

・ ひとり親家庭のお手続きには他の書類が必要になる場合が有りますので、親子支援課親子支援係へお問い合わせの上、お越しください。

・ 妊婦健康診査・こんにちは赤ちゃん訪問・予防接種・乳幼児健康診査・育児相談等については、保健予防課、中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターへお問い合わせください。

・ ＜外国籍の方へ＞特別永住許可については【戸籍住民課住民記録係】へ、その他の在留資格の取得については【地方出入国在留管理局】へお問合せください。

担当・問合せ先

(※１)区民事務所…中央本町区民事務所除く

転入時の手続き

区民事務所（※１） 又は 区役所
　子ども施設入園課
　　　　　　　　　(中央館3F)

保育施設利用申込・保育給付認定（オンライ
ン申請可）及び施設等利用給付認定に関す
ること
（認証保育所の利用申込は各施設に直接お問
合せください）

※区役所にお越しの方は各担当課へ

①転 入 届 戸　籍　住　民　課
※前住地で国保に加入していた方は転入届をもって
国保加入届とします

南館1F
②国保加入 親子支援課 親子支援係  各幼稚園 又は

　子ども政策課(南館6F)
幼稚園等保護者補助金
に関すること①②の手続きに必要なもの

　・ 転出証明書（①のみ）
　・ ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ（個人番号ｶｰﾄﾞ）※お持ちの方のみ
　・ 届出人の本人確認資料
※海外からの転入者で②の手続きをする方は、加入手続きと収入申
   告が必要です。国民健康保険課（北館2F）へお越しください。

児童扶養手当
児童育成手当

ひとり親家庭等医療費助成

 学　務　課　(南館5F) 小中学校の転校に関すること

 住区推進課　(南館3F) 学童保育に関すること

保健予防課 (南館2F)  又は
中央本町地域・保健総合支援課
各保健センター

乳幼児の予防接種や健康診査に関す
ること③子ども医療費助成

親　子　支　援　課 中央館3F
　 児 童 手 当

③の手続きに必要なもの
　・お子さんの健康保険証
　・請求者名義の普通預金通帳
　・請求者の健康保険証
※状況により上記以外の書類が必要となる場合があります。
  その際は申請後に書類提出のご連絡をさせていただきます。 手　続　き　完　了

手続き 担　当 場所(区役所内)

転入届
戸籍住民課 窓口サービス係 南館　１階

区民事務所（区内１６か所）

特別永住許可申請・
特別永住者証明書に関する手続き

戸籍住民課 住民記録係 南館　１階

国民健康保険加入 国民健康保険課 資格賦課担当 北館　２階

国民健康保険料支払 国民健康保険課 収納管理担当 北館　２階

子ども医療費助成 親子支援課 子ども医療費給付係 中央館３階

児童手当 親子支援課 児童手当係 中央館３階

児童扶養手当・児童育成手当・
ひとり親家庭等医療費助成

親子支援課 親子支援係 中央館３階

保育施設利用申込等・保育給付認定（オンライン申請可）及び施
設等利用給付認定に関すること
（認証保育所の利用申込は各施設に直接お問合せください）

子ども施設入園課
入園第一係～入園第三係

中央館３階

認証保育所等に関すること 子ども施設入園課 認証・認可外保育係 中央館３階

幼稚園等保護者補助金 子ども政策課 私立幼稚園係 南館　６階

小中学校の転校に関すること 学務課 就学係 南館　５階

足立区コールセンター
　　　　　　　　　　　　お問合せコールあだち　電話:3880-0039

中央本町地域・保健総合支援課
各保健センター

学童保育に関すること 住区推進課 学童保育係 南館　３階

妊婦健康診査・こんにちは赤ちゃん訪問・予防接
種・乳幼児健康診査・育児相談など

保健予防課 保健予防係 南館　２階

はい

いいえ

はい

転入 ひとり親家庭
の方ですか？

いいえ18歳以下のお子
さんがいますか？

* 手続きには時間の余裕を持ってお越しください。

* 足立区役所の開庁は平日､午前8時30分から午後5時00分です。

（足立区役所は、第4日曜日に休日開庁(午前9時から午後4時まで)していますが、

ここでご案内する全ての手続きを行うことはできませんのでご注意ください。）

* 必要に応じて手続きをおとりください *

・ 海外転入者の国民健康保険の加入手続きと収入申告は、区民事務所(※１)でも手続きできます。

・ 児童手当・子ども医療費助成は区民事務所(※１)で申請書の提出ができます。

・ 本人確認できるもの。

その他家庭状況により必要書類が異なるた

め、事前にお問い合わせいただくか、窓口でご

確認ください。

・ 障がいのある20歳未満のお子さんを養育し

ている方が対象の手当<児童育成手当(障害

手当）、特別児童扶養手当>があります。 親子

支援係へお問い合わせください。

手続きに必要な主なもの

・ 転出証明書

（特例による転入の方は住基カード又はマイナンバーカード［個人番号カード］）

・ 転入者全員の在留カード等（外国籍の方のみ）

・ 転入者全員のマイナンバーカード（個人番号カード）

・ 海外からの転入届の場合は入国日等が確認できるパスポート等。また、日本国籍の

方で本籍地が足立区ではない方は戸籍謄本または戸籍抄本と戸籍の附票。

・ 届出人の本人確認できるもの

・ 健康保険証

（子ども医療費助成はお子さんのもの、児童手当は請求者のもの）

・ 普通預金通帳（児童手当は請求者名義のもの）


